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１．はじめに
本論で紹介する裁判例は、無線通信分野での標

準規格必須特許（以下、「必須特許」という）に関
して、サプライチェーンに複数の実施者がいる場
合に誰がロイヤリティを負担するかという論点に
ついて新たな見解を示した。

Continental Automotive Systems, Inc.（ 以 下、
「Continental」という）は、複数の標準規格必須特許

（以下、「必須特許」という）の保有者（以下、「必須
特許権者」という）とそれらから委託を受けたパテン
トプールが、競争法およびFRAND宣言に基づく契
約その他の法律に違反するとして米国カリフォルニ
ア州北部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起した。そ
の後、この訴訟はテキサス州北部地区連邦地方裁
判所（以下、「地裁」という）へ移送された。地裁は、
被告からの請求却下の申立を吟味し、Continentalに
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